
　県内における農福連携の取組事業者数は、福祉事業者50、農業者32、合計82事業者となっている。（県調べ）

１　取組事業者数（令和５年12月末現在）

○福祉事業者の内訳
　うち自ら農業を行う　　28事業者
　農業者から作業を受託　26事業者

○農業者の内訳
　障害者を直接雇用　　　　12事業者
　福祉事業者に作業を委託　20事業者

令和５年度農福連携研修会資料［農林水産部農山村振興課］

農業者に雇用 請負での作業

鹿角 0 1 1 1 0
北秋田 4 3 7 4 0
山本 4 3 7 32 3
秋田 14 6 20 2 8
由利 7 4 11 4 29
仙北 7 8 15 0 34
平鹿 7 2 9 3 8
雄勝 7 5 12 3 19

50 32 82 49 101

農業に携わる障害者数
地域 福祉事業者 農業者 合計



２　支援策［農山漁村振興交付金（国）］

●公募期間：令和６年２月９日（金）～２月２８日（水）（提出先：東北農政局）



３　支援策［未来へつなぐ元気な農山村創造事業（県）］

●支援対象：地域として取り組む（協議会を組織）ケース
　障害者も地域人材として共に活躍　→　農福連携に応用可能



４　ノウフク・アワード２０２３　

●農林水産省ホームページ　https://noufuku.jp/


